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System-Ｖ 新法人税・新減価償却・消費税・届出書・電子申告 ﾈｯﾄ更新について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお取引を賜り誠にあり
がとうございます。

平成24年度版新法人税申告書・新減価償却・消費税申告書・届出書が完成しましたのでお知ら
せ致します。これに伴い、電子申告システムも更新致しました。

今回の更新により、減価償却プログラムをリニューアルし、定率法200%にも対応しております。
今後は[170]新減価償却プログラムをご使用下さい。今まで[150]減価償却プログラムにて作成し
ていたデータは自動変換ができます。手順につきましては本案内文P.15～17をご覧下さい。

消費税申告書につきましては、最新プログラムが平成24年4月1日以後開始用となります。平成
23年3月31日以前の申告の場合は、[120]*で平成23年版プログラムを呼び出して入力・プリントを
行っていただく必要がございますのでご注意下さい。(この場合、電子申告も[882]で23年を指定
して変換します。)

電子申告システムをお持ちのお客様は、電子申告環境設定の更新作業もあわせて行って下さい。
尚、6月18日にe-Taxソフトもバージョンアップしております。e-Taxを呼び出して更新作業を行っ
て(P.7参照)いただきますようお願い致します。(e-Tax更新を行わないとデータ変換が正しくでき
ませんので必ず行って下さい。)

詳しくは、案内文の更新内容をご一読いただき、ご確認下さいますようお願い致します。

今後とも倍旧のお引き立ての程、宜しくお願い申し上げます。
敬具

送付資料目次
※改正保守のご加入(未納含む)にもとづき、以下の内容を同封しております。

送付ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

プログラムの送付はございません。ネット更新をお願い致します。

取扱説明書

・[170]新減価償却プログラム 取扱説明書 1冊

・その他につきましては、http://www.ss.tatemura.com/ より確認できます。

案内資料

・ System-V ネット更新作業手順及びバージョンNO.一覧表 ・・・・１～２
・ ﾏﾙﾁｳｨﾝﾄﾞｳ端末(V-5.07)・電子申告環境設定インストール方法 ・・３～７
・ 新法人税申告書更新内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・８～12
・ 消費税申告書変更内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
・ 届出書変更内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
・ 新減価償却について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15～17
・ 電子申告システム更新内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・18～20

送付内容のお問い合わせ先

送付内容に関するお問い合わせにつきましては、サービス課までご連絡下さいますよう
お願いします。 尚、保守にご加入のお客様はフリーダイヤルをご利用下さい。

ＴＥＬ ０４２－５５３－５３１１(AM10:00～12:00 PM1:00～3:30)
ＦＡＸ ０４２－５５３－９９０１

以上
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12.06System-V ネット更新作業手順

【プログラム等のネット更新をご希望のお客様へ】

弊社システムに更新があった場合、ﾏﾙﾁｳｨﾝﾄﾞｳ端末起動時に以下のメッセージを表示します。

同時にあらかじめご登録いただいている

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽに更新のお知らせを送信致し

ます。

上記メッセージを表示した場合、System-Vのプログラム更新(サーバー側)がございますので

以下の作業手順に従って更新作業を行って下さい。

サーバーの更新方法

① 初期メニューより F10 データ変換を選択

します。 を呼び出します。[1000] ＵＰ(更新)

1000 Ｅｎｔｅｒ を押します。

② 左下図の画面を表示します

Ｅｎｔｅｒ を押します。

(rootは入力しません)

ｒｏｏｔ は消さないように注意して下さい。

※パスワードを消した場合エラーを表示します。

③ 左図の画面を表示します。

『４』インターネット自動更新を選択します｡

４ Enter と押します。

④ 左下図の画面を表示します。

『インターネットで更新できるか調べています』

のメッセージを表示します。

チェック終了後にインストールが始まります

ので終了までそのままお待ち下さい。

転送作業は全システムを見比べ、差分を

インストールしております。

ンターネットの環境にもよりますが、イ

10～20分』かかります。『

○○
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⑤ 転送作業が終了すると、更新したファイル

数を表示します。

⑥ F5 キーを押して更新画面を終了します。

⑦ サーバーを再起動して下さい。

転送作業後のバージョン確認

下記のプログラムは Ｆ９ (申告･個人･分析)１頁目、Ｆ１０(データ変換)の１頁目に表示します。

PG番号 プログラム名 HD-VER 備 考

９７ GP年度更新 Ｖ-１.２０ 新法人税24年版・新減価償却・消費税24年版

へ対応致しました。

別表1-1及び別表1-2の官製用紙が変更になっ

１１０ 新法人税申告書 24年版 Ｖ-１.３０ ております。

その他、平成24年改正に対応しました。

２７０ 別表1-1及び別表1-2の官製用紙が変更になっ

２８０ WP版法人税申告書 24年版 Ｖ-３.９０ ております。

２９０ その他、平成24年改正に対応しました。

課税売上高が5億円超の場合、個別方式又は

。１２０ 消費税申告書 24年版 Ｖ-１.５０ 一括比例方式で計算するように対応しました

。※平成24年4月1日以後開始版※ 平成24年4月1日以後開始申告でご使用下さい

※平成24年3月31日以前開始申告の場合は、

[120][*]で23年版ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを呼び出して

入力を行って下さい※

１７０ 新減価償却 24年版 Ｖ-１.００ 定率法:200%の改正に対応及び全システムを

リニューアルしました。

法人設立及び異動届出書(統一ﾌｫｰﾑ)及び消費税１１１０ 届出書セット 24年版 Ｖ-１.７０

関連の届出書が変更になりました。

８８０ 電子申告 Ｖ-１.１７ 24年版へ対応致しました。

※詳しい内容につきましては、以下のホームページよりご確認下さい。

http://www.ss.tatemura.com/

○○
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《Windows 7/Vista/XP》

12.06マルチウィンドウ端末・電子申告システム環境設定 インストール方法(System-V)

転送前の確認事項 各端末でマルチウィンドウ端末のバージョンを確認して下さい。

画面右上の｢ヘルプ｣をクリックします。

↓

｢バージョン情報｣をクリックして、

バージョンを確認します。

※Ver5.07の場合は更新作業は不要です。

は、下記に沿ってインストールを行って下さい。V-5.06以下の端末

※マルチウィンドウ端末のバージョンにかかわらず、電子申告を

行っている場合はＰ.7の環境設定インストール作業が必要です。

●インストールを行う際は、全てのプログラムを終了して下さい。（マルチウィンドウ端末も

閉じて下さい。）終了せずインストールを行うとプログラムが正常に動作しません。

インストールは下記に沿って各端末機で行って下さい。

1.タテムラホームページを開き、｢サービス・サポート｣をクリックします。

2.｢ダウンロード｣をクリックします。

http://www.tatemura.co.jp/
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3.左図の画面が開きます。

｢ＬＸシリーズのダウンロードは

こちらから｣をクリックします。

4.左図の画面を表示します。

下へスクロールして

｢System-Ｖのお客様はこちらから｣

をクリックします。

5.左図の画面を表示します。

ユーザ名 『ｓｖ』

パスワード『ｖｉｃｔｏｒｙ』と入力します。

6.「ＯＫ」をクリックします。

7.マルチウィンドウ端末を更新します。

左図のマルチウィンドウ端末の

｢更新｣をクリックします。
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8.「実行」をクリックします。

9.「実行する」をクリックします。

次の画面が出るまで

しばらくお待ち下さい。

※Windows7では左図の画面を表示しますので、

｢はい｣にﾏｳｽの矢印を合わせてｸﾘｯｸします。

※Windows Vistaでは｢不明なﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑがお使い

のｺﾝﾋﾟｭｰﾀへのｱｸｾｽを要求しています｣と表示

しますので、｢許可｣をｸﾘｯｸします。

10.左図の画面を表示します。

｢100%｣ になるまでお待ち下さい。

マルチウィンドウ端末

11.左図の画面を表示します。

マウスの矢印を 次へ に合わせ左ﾎﾞﾀﾝを１回

押します。(ｸﾘｯｸ)

12.左図の画面を表示します。

マウスの矢印を はい に合わせ左ﾎﾞﾀﾝを１回

押します。(ｸﾘｯｸ)
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13.左図の画面を表示します。

マウスの矢印を 次へ に合わせ左ﾎﾞﾀﾝを１回

押します。(ｸﾘｯｸ)

しばらくお待ち下さい。

14.左図の画面を表示します。

マウスの矢印を 次へ に合わせクリックします。

インストールを開始します。

15.の画面に変わるまでしばらくお待ち下さい。

15.｢セットアップ完了｣と表示したらマウスの矢印

を 完了 に合わせてクリックします。

※Windows Vista/Windows 7で

インストール終了後に左図の画面を表示した場合は

このプログラムは正しくインストールされました

にﾏｳｽの矢印を合わせ、クリックします。

16.再起動後、マルチウィンドウ端末のバージョン

がV-5.07になったことを確認して下さい。

行って下さい。※電子申告をご利用の場合は、各端末機で次頁の作業を

（電子申告をご利用でない場合、作業は終了です。）
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17.次に、電子申告システム環境設定の

更新をします。

｢denshi24.exe｣をクリックします。

手順8～15と同様に進みます。

18.インストールが終了したら、タテムラホームページを閉じてWindowsを再起動して下さい。

e-Taxソフトも更新が必要です

電子申告を行うにあたって、e-Taxソフトは不可欠です。

平成24年6月18日にe-Taxソフトでも更新がありましたので、バージョンアップ作業を

行って下さい。

1.デスクトップ上のe-Taxソフト 2.インターネット接続をＯＫ→国税庁からの

のアイコンをダブルクリック。 お知らせをＯＫ、にして進んで下さい。

3.上記の画面が表示されましたら、｢バージョンアップ｣をクリックし、画面に従って

バージョンアップ作業をお願い致します。
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12.06平成24年新法人税申告書 更新内容

平成24年新法人税改正(平成23年12月改正)内容は以下の通りです。

※尚、復興税の申告書及び計算については今回は未対応です。8月頃対応予定です。

必要に応じて金額を手直しして下さい。

● 更新内容

表 種 変 更 内 容

別表一(一) 【1】所得金額又は欠損金額(別表４｢46の①｣)→(別表４｢48の①｣)

【5】ﾘｰｽ特別控除取戻税額(別表6-13｢30｣+別表6(16)｢30｣等)

↓

連結納税の承認を取り消された場合等における既に控除された

法人税額の特別控除額の加算額

【8】課税留保金額別表3-1[36] → 別表3-1[39]

【9】同上に対する税額3-1[44] → 別表3-1[47]

【26】欠損金又は災害損失金等の当期控除額

別表7-1｢2の計｣等

↓

別表7-1｢4の計｣等

【27】翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金

別表7-1｢3の計｣等

↓

別表7-1｢5の計｣等

【34】18% → 18%又は15%となります。 ※１

【35】30% → 30%又は25.5%となります。※１

【37】30% → 30%又は25.5%となります。※１

※１:平成24.3.31以前の開始事業年度は 18%又は30%となります。

平成24.4.1以後の開始時宜用年度は15%又は25.5%となります。

官製用紙が変更になった為印刷を対応しました。

別表一(二) 【1】所得金額又は欠損金額(別表４｢46の①｣)→(別表４｢48の①｣)

【5】ﾘｰｽ特別控除取戻税額(別表6-13｢30｣+別表6(16)｢30｣等)

↓

連結納税の承認を取り消された場合等における既に控除された

法人税額の特別控除額の加算額
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【20】欠損金又は災害損失金等の当期控除額

別表7-1｢2の計｣等

↓

別表7-1｢4の計｣等

別表一(二) 【21】翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金

別表7-1｢3の計｣等

↓

別表7-1｢5の計｣等

【31】18% → 18%又は15%となります。 ※１

【32】22% → 22%又は19%となります。※１

【33】30% → 26%又は22%となります。※１

【35】18% → 18%又は15%となります。※１

【36】22% → 22%又は19%となります。※１

※１:平成24.3.31以前の開始事業年度は 18%･22%又は26%となります。

平成24.4.1以後の開始時宜用年度は15%･19%又は22%となります。

官製用紙が変更になった為印刷を対応しました。

別表三(一) 別表４が大幅に変わったことにより、別表４からの転記が多くなりました。

住民税の計算においては、大法人か大法人の子会社すなわち

非中小法人かで住民税の税額の元となる法人税額が変わります。

別表三(四) 【7】 所得金額若しくは欠損金額又は清算所得金額

別表4｢46の①」又は平成23年改正前の別表20(2)｢1｣

↓

別表4｢48の①」又は平成23年改正前の別表20(2)｢1｣

別表四 [2～6]損金額を算入した～ →[2～6]損金経理をした

[39]･[40]項目削除

[31]法人税から控除される所得税額等

別表6-1｢6の[3]｣

↓

[31]法人税から控除される所得税額等

別表6-1｢6の[3]｣＋復興税別表2｢6の[3]｣

※復興税が追加になりましたが、現在未対応です。必要に応じて手入力
して下さい。

[43～46]項目追加

[34]～[48]の項目番号及び計算の順番が変更となりました。

別表五(一) [28]未納法人税→未納法人税及び未納復興特別法人税

※未納復興特別税は現在未対応です、必要に応じて手入力して下さい。
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別表五(二) ｢４[2]｣確定

※復興特別税は現在未対応です、必要に応じて手入力して下さい。

[31]損金の額に算入した→損金経理した

別表六(一) みなし配当の一部控除に関する明細書の入力枠削除

H24.4.1以後開始事業年度から、欠損金の繰越控除額が所得金額の80%に

別表七(一) 制限されることになりました。これによりH20.4.1以後終了事業年度に

生じた欠損金から繰越期間が7年→9年に延長されました。

繰越控除額の制限は資本金1億円超の法人又は資本金５億円以上の法人の
100%子会社等が対象となります。
但し、繰越期間の延長については資本金１億円以下の中小法人なども含めて

対象となります。

例)3月決算法人

H21年3月期(H20.4.1～H21.3.31)に生じた欠損金から繰越期間が9年と

なる為、適用初年度のH21.3月期に生じた欠損金についてはH30.3月期

まで繰越することができます。

４月決算法人

H20年4月期(H19.5.1～H20.4.30)がH20.4.1以後 『終了』事業年度に該、

当する場合、H20.4月期に生じた欠損金については、29年4月期まで繰越

すことができます。

この為、欠損金の各行においての月日は全て手入力となりました。

また、H23版では自年月日で７年又は８年に当たっているか判定して

おりましたが、H24版では至年月日入力時に当期事業年と比べて繰越

データ有無の判定を行います。

※詳しくは説明書をご覧下さい。

【控除前所得金額】[1]の追加

別表4｢39[1]本書+外書｣－別表7-2｢11｣又は[23]

【所得金額控除限度額】[2] の追加

[1]× 80又は100

100

項目追加により各項目番号が全体的に変わります。

【当期分欠損金額】｢別表4(46の[1])→ 別表4(48の[1])

災害により生じた損失の額の計算

[6]被害資産の原因回復の為の費用 → [8]被害資産の原因回復の為の費用

等に係る損失の額

→ [9]被害の拡大又は発生防止の為の

費用にかかる損失の額－項目追加

別表７－１欄外

別表７－２[11]又は[22]の金額 → 別表７－２[11]又は[23]の金額

別表７－２[32] → 別表７－３[10]の金額
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別表十一(一) [18] 経過措置の適用を受ける場合の項目追加

※適用を受ける場合にﾁｪｯｸを付けると計算:事業年度で率が変わります。

[18]繰入限度超過額(5)-((14)､(15)､(16)又は(17))

↓

[19]繰入限度超過額(5)-((14)､(15)､(16)､(17)又は(18))

[19]→[20]･[20]→[21]

[21]前期の損金算入額の削除

別表十一(一)二 [7]経過措置の適用を受ける場合の項目追加

※適用を受ける場合にﾁｪｯｸを付けると計算:事業年度で率が変わります。

[８]繰入限度超過額(1)-((6)又は(7)

↓

[９]繰入限度超過額(1)-((6)､(7)又は(8))

[10]H23年政令附則の項目追加

項目[15]～[17]削除

項目[10]～[14]･[18]～[20]→[11]～[19]項目番号変更

[24]法第52条1-3等金銭債権の額の欄追加

[21]～[24]→[20]～[23]へ項目番号変更

別表十四(二) [9]同上の2.5/100相当額 → [9]同上2.5又は1.25/100相当 ※1

[13]((9)+(12)) × 1/2 → [13]((9)+(12)) × 1/2又は1/4 ※1

[14]寄附金支出前所得金額の5又は6.25/100

[8]×5/100

↓

[14]寄附金支出前所得金額の5又は6.25/100 ※1

[8]×5又は6.25/100

[15]期末資本金等月数換算の2.5/1000

[12]

↓

[15]期末資本金等月数換算の2.5又は3.75/1000 ※1

[11]×2.5又は3.75/1000

※1:事業年により率及び打ち消し線が変わります。

[7][29]欄を自動計算→手入力優先項目へ

※復興税があった場合等に手入力して下さい。

別表十三(五) [24]･[35]の率より0.9を削除しました。
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別表十六(一) 差引取得金額[9]の上段に内書き欄を追加しました。

別表十六(二)

地方税共通情報 [8]別表４｢37[1]｣→別表4｢41[1]」

【その他の機能改善】

【納付税額一覧表】 全項目手入力とした場合、申告納付額を手入力できるように機能改善

しました。
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12.06平成24年4月1日以後開始 消費税申告書プログラム 変更内容

●消費税還付申告（中間還付を除く）の場合、平成24年4月1日以後提出分から、還付申告明細書

の提出が義務化されました。

よって、平成24年消費税申告書プログラムより｢仕入控除税額に関する明細書｣を削除しました。

● ＜一般の申告書＞

平成24年4月1日以後に開始する課税期間から課税売上高が5億円を超える場合には、個別対応

方式又は一括比例方式のいずれかの方法により仕入れ控除税額の計算を行うこととなりました。

これに伴い、申告書(一般用)・付表２・付表2-2の様式及び計算を変更しました。

ｻﾌﾞﾐｯﾄ(ｸﾞﾘｰﾝ枠)をｸﾘｯｸすると

課税仕入の内訳を入力することが

できます。

個別方式又は一括比例方式両方の金額を表示しますが、選択した方式のみ印刷します。

詳しい操作方法は取扱説明書をご覧下さい。

※平成24.3.31以前開始事業年度のデータは、平成23年プログラムをご利用下さい※
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12.06平成24年 届出書セット 変更内容

１.平成24年届出書セットにおいては、以下の表の様式が変わっております。

[87]法人設立・設置届出書(統一様式)

[88]異動届出書(統一様式)

[13]更正の請求書

[26]耐用年数の短縮の承認申請書

[28]欠損金の繰戻しによる還付請求書

[31][33][34]国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書 帳簿 P.1･3･4

[35]国税関係書類の電磁的記録等による保存の承認申請書 書類 P.3

[39]～[42]国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑによる保存の承認申請書

[43]国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の取りやめの届出書

[44]国税関係帳簿書類の電磁的記録等による保存等の変更の届出書

[91]給与支払事務所等の開設･移転･廃止届出書

[92]源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

[52]消費税課税事業者選択不適用届出書

[54]消費税課税事業者届出書

[56]消費税の新設法人に該当する旨の届出書

[57]消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書

[64]消費税簡易課税制度選択不適用届出書

[82]個人事業の開業･廃業等届出書 全23表が変更となりました。

※[1100]GP申告情報登録からの転記も一部変更になっております。

２.[54]消費税課税事業者届出書の印刷において、｢基準期間用｣と｢特定期間用｣を選択できるよう

機能追加しました。

<入力画面はひとつです> <印刷ﾒﾆｭｰで選択ができます>

[54]基準期間用

[73]特定期間用

｢左記期間の給与等支払額｣は特定期間用のみ

で使用する項目です。

｢届出区分｣は基準期間用のみで使用する項目

です。
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12.06新減価償却プログラムについて

● 定率法の償却率が見直され、平成24年4月1日以後に取得した減価償却資産については200%

定率法となります。

これを機に、かねてより弊社へ寄せられている様々なご要望に従来のシステムでは対応でき

ないものもあることから、プログラムを全面リニューアルすることとなりました。

新しいプログラムでは、

・改定取得価額等も含めて、１画面で入力・表示可能。

・摘要欄でのデータ入力が可能。

・固定資産台帳の印刷。

・印刷では金額にカンマを付けて表示。

・今まで白紙Ｂ４用紙での印刷を、白紙Ａ４用紙に変更。

など、より使いやすく機能改善しております。

詳しくは同封の取扱説明書をご覧頂きますようお願い致します。

● 200%定率法がない場合は旧システム[150]減価償却システムをご利用頂くことも可能です。

ただし、[110]新法人税申告書24年版においての減価償却データの取り込みは、

[170]新減価償却のみとなります。

● 次ページ以降に、自動変換後の簡単な確認作業手順を記載しますので合わせて参考にして

下さい。

尚、旧システムからのデータ変換はこちらでも検証しておりますが、変換でデータ内容が

変わるものがあります。変換後の内容確認は必ず行って下さい。

※変換でデータ内容が変わるもの※

1.無形固定資産

均等償却→定額法(無形)として変換。率で計算するようにしております。

(別表16-1への転記のため。転記しない場合は変換後に、資産種類登録を均等(均等)と

変更すれば、従来と同じ計算になります。)

2.改定償却率は自動計算した率になります。

改定償却率を手入力していた場合、率の確認を必ず行って下さい。

3.旧定額・旧定率で、５％まで償却のまま５年均等償却にしていないデータ

５年均等償却になります。
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【[150]旧減価償却データ→[170]新減価償却への自動変換】
※詳しくは説明書P.45をご参照下さい。

[170]新減価償却ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを起動し、ﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞと年度を指定します。

↓

[1100]GP申告情報登録の事業年度と[150]減価償却の「会計期間」が

一致する場合は自動変換します。

＜自動変換した場合のﾃﾞｰﾀ確認作業手順＞

1. [170]新減価償却ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを起動し、ﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞ

と年度を指定します。

2. 1.入力を選択し、[1]基本情報登録を呼び出

します。

3. 左図のように事業年度と計算年月日を

表示していれば、ﾃﾞｰﾀ変換は終了です。

4. 左図の画面を終了(F5)で終了し

15 固定資産 ～ 17 リース資産を呼び出して

変換内容を確認して下さい。

5. 左図のように資産ｺｰﾄﾞ・資産名称等を表示

しますので、演算(F7)を押して下さい。

6. 演算後、ﾃﾞｰﾀ内容の確認をお願いします。

※項目の一部は従来手入力だった為、自動計

算した場合に誤差が生じることがあるので

上書きﾃﾞｰﾀとして変換します。

自動計算する場合は、上書きﾃﾞｰﾀを削除し

た後に、演算(F7)を押して下さい。

※無形固定資産は均等→定額(無)として変換

します。別表16-1への転記の為率表示とし

ています。

変換後に資産種類に戻り均等とすることも

可能です。その場合は別表16-6へ転記しま

す。ご注意下さい。

※詳しい変換内容は取扱説明書P.48参照
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＜手動変換した場合のﾃﾞｰﾀ確認作業手順＞

1. [170]新減価償却ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを起動し、ﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞ

と年度を指定します。

2. 1.入力を選択し、[1]基本情報登録を呼び出

します。

3. 左図の画面を表示します。

期間内容を確認し変換選択後、変換実行を

行って下さい。

※｢年度を指定して変換｣を指定した場合

ﾕｰｻﾞｺｰﾄﾞと年度を指定します。

新たに、会計年度を表示しますので

期間を確認して下さい。

4. 左図の画面を表示します。

継続(F4) を押すと変換作業を実行します。

5. 画面下に｢変換終了しました｣と表示します。

6. 左図のように事業年度と計算年月日を

表示していれば、ﾃﾞｰﾀ変換は終了です。

※法人の場合で事業年度が１年未満の場合は

法定算出方法で計算計算します。

１年の償却率で計算する場合は、

｢年償却額を月割｣に変更して下さい。

7. 以下手順は前ページの自動変換手順4～6を

参照して下さい。

不明点やご要望等ありましたらｻｰﾋﾞｽ課までご連絡頂きますようよろしくお願い致します。

尚、別売のCSV搬出につきましては、8月頃の発送を予定しております。

いましばらくお待ち頂きますようお願い致します。
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12.06電子申告システム 更新内容

法人税・消費税・届出書プログラム

、 。税制改正によるe-Tax更新(平成24年6月18日)に伴い 弊社電子申告システムも対応致しました

電子申告注意点

《勘定科目内訳書》

。[130]勘定科目内訳明細書の10.仮受金・源泉と14役員報酬手当について入力時に注意があります

今回e-taxにおいて、10.仮受金・源泉｢所得の種類｣、14役員報酬手当｢役職名｣｢常勤非常勤別｣

｢代表者との関係｣が選択式に変更となりました。

弊社プログラムでは選択式ではなく手入力項目のため、以下のように入力と変換についてご確認

をお願い致します。

【仮受金(前受金・預り金)の内訳書 源泉所得預り金の内訳について】

所得の種類欄は先頭の１文字を判定しています。給与所得は｢給｣、退職所得は｢退｣、

報酬・料金は｢報｣、利子所得は｢利｣、配当所得は｢配｣、非居住者等所得は｢非｣の文字が

先頭に入っていれば正しく変換されます。

源泉所得預り金の内訳書

所得の種類

給 ： 給与所得

退 ： 退職所得

報 ： 報酬・料金

利 ： 利子所得 先頭の文字を見て変換します。

配 ： 配当所得

非 ： 非居住者等所得

上記以外の文字は、｢他｣ として変換します。
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【役員報酬手当等及び人件費の内訳書について】

役職名欄は｢代表取締役｣や｢取締役｣など全文字が合致した場合、そのまま変換します。

(ｽﾍﾟｰｽが入っていても文字だけを見ます。)

、 。 、 、 。合致しない場合は その他として変換します 又 常勤非常勤の別 代表者との関係も同様です

役員報酬手当等及び人件費の内訳書

役職名 常勤非常勤 代表者との関係

代表取締役 常 本人

常務取締役 非 配偶者

専務取締役 父

取締役 母

監査役 長男

有限責任社員 次男

無限責任社員 三男

代表社員 長女

社員 次女

理事長 三女

副理事長 子

常務理事長 孫

専務理事 祖父

常任理事 祖母

理事 兄弟

顧問 姉妹

監事 婿

嫁

伯父又は叔父

伯母又は叔母

従兄弟

従姉妹

※全文字が合致していないときは、役職名は｢その他役員｣

代表者との関係は｢その他｣ として変換します。
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《法人税申告書 e-Tax未対応別表》

以下の別表については平成24年度e-Tax電子申告ソフト未対応により送信ができないため

変換はいたしません。

申告する必要がある場合は、別途郵送等で提出していただきますようお願い致します。

別表3-2、別表3-3、別表3-4、別表3-4付表、別表11-2、別表13-2、別表13-5、別表16-10

《消費税申告書の電子申告変換について》

平成24年電子申告プログラムの消費税最新版は、平成24年4月1日以後開始申告用となって

おります。

平成24年3月31日以前開始申告の消費税電子申告を行う場合は、[882]をクリックせずに

キーボードで 882 Enter 23 Enter として平成23年プログラムを指定して変換

する必要がありますので、ご注意下さい。




